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者
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質
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に
対
し
、
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紙
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弁
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を
送
付
す
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。



衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
被
収
容
者
へ
の
ホ
ル
モ
ン
療
法
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

性
同
一
性
障
害
又
は
同
障
害
と
同
様
の
傾
向
を
有
す
る
者
（
以
下
「
性
同
一
性
障
害
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
御
指
摘

の
ホ
ル
モ
ン
療
法
は
、
患
者
の
状
況
等
に
応
じ
て
医
師
が
医
学
的
知
見
に
基
づ
き
そ
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
行
わ
れ

る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
御
指
摘
の
「
性
同
一
性
障
害
等
を
有
す
る
被
収
容
者
の
処
遇
指
針
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
三
年

六
月
一
日
付
け
法
務
省
矯
成
第
三
二
一
二
号
法
務
省
矯
正
局
成
人
矯
正
課
長
及
び
矯
正
医
療
管
理
官
連
名
通
知
。
以
下
「
本
指

針
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
「
性
同
一
性
障
害
者
等
に
つ
い
て
の
・
・
・
ホ
ル
モ
ン
療
法
・
・
・
に
関
し
て
は
、
・
・
・
特

に
必
要
な
事
情
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
・
・
・
国
の
責
務
と
し
て
行
う
べ
き
医
療
上
の
措
置
の
範
囲
外
に
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
」
と
し
て
い
る
の
は
、
性
同
一
性
障
害
者
等
で
あ
る
被
収
容
者
に
対
し
て
医
師
が
御
指
摘
の
ホ
ル
モ
ン
療
法
を
行
う
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
ホ
ル
モ
ン
療
法
に
つ
い
て
「
特
に
必
要
な
事
情
」
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
当
該
ホ
ル
モ
ン
療

法
が
国
の
責
務
と
し
て
行
わ
れ
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
指
針
を
見
直
す
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

今
後
と
も
、
刑
事
施
設
に
お
い
て
は
、
個
別
の
被
収
容
者
の
状
況
等
に
応
じ
て
適
切
な
医
療
上
の
措
置
を
講
じ
て
ま
い
り
た

い
。


